
第5章 健診データ等の電子化   

（1）健診データ提出の電子的標準様式  

（健診機関等→医療保険者、医療保険者→医療保険者）   

1）基本的考え方   

○ 今後の新たな健診における、健診データの流れとして以下の場面が考えられる。  

（   

①健康診査実施機関・保健指導実施機関→医療保険者〔法第28条〕  

参照）   別紙6  

②（被扶養者の健診を行った）医療保険者  

→（被扶養者所属の）医療保険者〔法第26条〕  

③（異動元の）医療保険者→（異動先の）医療保険者〔法第27条〕  

④労働安全衛生法に基づく健診を実施した事業者  

→（当該労働者所属の）医療保険者〔法第27条〕  

また、健康診査等の実施状況などについては、以下の流れが考えられる。   

⑤医療保険者→国、都道府県〔法第15条〕、支払基金〔法第142条〕  

※〔〕内の法とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」。   

○ 今回の新たな健診において、医療保険者には、被保険者の健診を実施する様々な健   

診機関や、被扶養者の健診を実施する他の医療保険者、さらには労働安全衛生法に基   
づく健診を実施する事業者などから、健診データが送付されてくることとなり、複数   
の経路で複雑に情報のやりとりが行われる。このことから、データの互換性を確保し、   
継続的に多くのデータを蓄積していくためには、国が電子的な標準様式を設定するこ   

とが望ましいと考えられる。   

○ さらに、医療保険者ごとに健診・保健指導の実績を評価する際にも、膨大なデータ   

を取り扱うことから、電子的標準様式が設定されることが必要と考えられる。   

○ また、電子的標準様式は、将来的に健診項目の変更、追加、削除、順番の変更等が   

あっても対応が容易となるよう定めることが必要である。   

○ 個人情報の保護には十分に留意する。   

○ 人間ドック等他の健診のデータも、この電子的標準様式で収集できるようにする。   

○ 収集された電子的情報はバックアップのために、複数の場所に保存する。  
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2）具体的な様式   

○ 前ページ①「健診機関等→医療保険者」の提出様式は、以下の要件を満たす「別添  
）とする。  の様式」（  別紙7   

・特定のメーカーのハード、ソフトに依存しない形式にすること  

・将来、システム変更があった場合でも対応が可能な形式にすること  

・健診機関、医療保険者等の関係者が対応できる方式とすること   
※ 研究班等で作成したフリーリフトを配布する。   

○ 前ページ②、③、④の提出様式についても、同様の標準様式ですることを考慮する。   

○ 前ページ⑤の提出様式については、国、都道府県においては、「健康日本21」及び   
都道府県健康増進計画の見直し及び進捗状況の把握のために、各医療保険者から健   
診・保健指導実施状況報告が必要であり、そのための標準様式も必要である。  
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（2）健診項目の標準コードの設定  

1）基本的考え方   

○ 今後の新たな健診において、電子化された膨大な健診データが継続的に取り扱われ   

ることになる。その際に、健診項目についても、標準的な表記方法で皆が統一的に使   

用しなければ、同一の検査であるかどうかについて、電子的に判断できない。そのた   

め、標準的な表記方法として健診項目ごとに標準コードを設定することが必要となる。  

○ 血液検査データの標準コードは日本臨床検査医学会が作成したJLAClO（ジェイラ  

ックテン）を標準的なものとする。  

○ 質問票についても、標準的な質問項目の設定とその標準コードの設定が必要である。  

2）具体的な標準コード   

○ 血液検査データについては、既存のJLAClOコード（運用コード）を使用する。  

○ 質問項日、身長等のJLAClOコードのない項目については、JLAClOのコード体   
系に準じたコードを検討し、標準コードとして設定する。  

※ なお、国がフォーマットを定め、上記標準コードはタグの“名称”が決定していることから、   

標準コード不要論もあるが、今後の拡張性を考慮し、利用する。  

（参考）  

標準コードの例。（」しへClOの運用コード〔6桁〕を使用）   

303610－ トリグー」セライド   

303850－ HDLコレステロール   

3038901LDLコレステロール   

300340・AST（GOT）   
300390・ALT（GPT）   
300690．γ－GT（γ－GTP）   

302110■ クレアチニン（血清）   

302700■ 空腹時血糖   

302710■ 随時血糖   

302880■ HbAIc   
302180 尿酸（血清）  
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（3）健診機関・保健指導機関コードの設定  

1）基本的考え方   

○ 医療保険者が被保険者の健診データを管理するためには、健診機関ごとのデータを   

一括で管理することになる。特に、被保険者の医療保険者問異動があった場合、医療   

保険者毎に異なった健診機関、保健指導機関のコードを設定していては、十分な分析   

と評価が出来ない恐れがある。  

○ 糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群を確実に減らすためには、事業の評価を行う   

ため、健診機関、保健指導機関毎のデータ比較が可能となるよう、健診機関、保健指   

導機関コードの設定が必要と考えられる。  

○ なお、医療機関の場合は、既にある保険医療機関コードを活用することが考えられ   

るが、二重に発番がなされていないことを確認する必要がある。  

2）具体的なコードの設定   

都道府県や国が健診機関コード、保健指導機関コードを設定することは事務的に   

困難と考えられるため、  

① 健診機関が医療機関の場合は、保険医療機関番号を代用し、保険医療機関として登   

録がなされていない健診機関や保健指導機関については、例えば、既存の電話番号を  

利用することで対応する   

② 第三者機関が別途、新たに発行する   

等の方法が可能かどうか検討を行う。  

○具体的な健診機関コードの設定手順  

保険医療機関である場合、既存の保険医療機関コードを活用して、   

「都道府県番号（2桁）＋000（3桁）＋固有番号（7桁）＋登録年（2桁）＋種別番号   

（1桁、医科なら1）の計15桁」とする。   

※ 二重発番の可能性もあるため、制度開始時（2008（平成20）年4月1日）に存在する  

保険医療機関は、固有番号の後ろに08（2桁）、2008（平成20）年度以降新たに登録さ  

れた保険医療機関については、発香された年の西暦下2桁を置く。  

保険医療機関としてのコードを有さない機関については、000（3桁）＋固有番号（7  

桁）の部分を、機関の所有する既存の番号（電話番号の下10桁※）に置き換え、コー   

ドとする。  

※ 以後、電話番雪が変更されても最初に登録した電話番号を使い続けることが必要と考える。  

保健指導のみ実施する機関については、1桁の新たな種別番号を設定する必要があ  

る。  

○健診機関コード情報の収集・台帳の整理  

都道府県毎の保険者協議会等において、上記の手順に従ったコード設定を行い、健   

診機関コード情報を収集・整理していくこととする。  
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（4）生涯を通じた健診情報のデータ管理を行う場合の留意点  

1）基本的考え方   

○ 医療保険者、被保険者・被扶養者が生涯を通じて健康情報を活用できるユニークコ   

ード（「健診データ登録番号」）の設定は、個人情報の保護に十分配慮して行う必要が   

ある。  

○ 健診デー タのやりとりは複数の経路で複雑に行われ、継続的にデータを蓄積してい  

くこととなり、同一人物のものであるかどうかを確認して行＜必要があることから、   

一意性を保つことができる整理番号の設定やデータの互換性が必要である。  

＜健診データのやりとり＞   

①健康診査実施機関・保健指導実施機関→医療保険者〔法第28条〕   

②（被扶養者の健診を行った）医療保険者→（被扶養者の所属する）医療保険者〔法第26条〕   

③（異動元の）医療保険者→（異動先の）医療保険者〔法第27条〕   

④労働安全衛生法に基づく健診を行った事業者  

→（当該労働者の所属する）医療保険者〔法第27条〕   

※〔〕内の法とは、「高齢者の医療の確保に関する法律」。   

（なお、⑤医療保険者→国、都道府県等については、第4編第3章を参照。）  

2）健診デー・タ登録番号の設定手順   

医療保険者は、被保険者・被扶養者ごとに健診データを整理するため、一定のルール   

に基づき、一意性を保つことができる登録番号の設定を以下の手順で行う。  

○ 既存の保険者番号（法別番号と都道府県番号を含んだ8桁の数字）と一意性のある   

個人の匡惰’番号（例：現在被保険者・被扶養者が使用している被保険者番号、職員番   

号、健診整理番号など）を併せて健診データ登録番号とする。   

○ 固有番号は、一度個人に発行した後は、その同じ番号を別の個人に再発行しないこ   

とが必要である。例えば、被保険者番号の場合は発行年度の西暦の下2桁を追加する   

ことで－一意性を保つことができると考えられる。   

○ 被保険者番号では個人毎の番号でない場合もあるため、枝番号を追加することで対   

応することが考えられる。  

○ 医療保険者間を異動した場合は、前に所属していた医療保険者で使用していた健診   

デー．タ登録番号（例：平成20年4月1日現在に所属していた医療保険者で交付され   

た番号）が健診データとともに持ら運ばれることで、異動後の医療保険者は被保険者   

の健診データを管理することが可能となる。   

○ また、被保険者の希望により異動したところで全く新しい番号を発行してもらうこ   

とも可能となると考えられる。  
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（5）特定健診における健診結果の保存年限  

1）基本的考え方  

○ 蓄積された健診データを使用することにより効果的・効率的な健診・保健指導を実   

施することが可能となると考える。また、生涯を通じた自己の健康管理の観点からも   

継続的な健診データが必要である。  

○ このため、原則として、医療保険者は被保険者の生涯（40歳から74歳）を通じ   

てデータを保存し参照できるようにする。  

2）異体的な保存年限 ．   

① 40歳から74歳までの被保険者・被扶養者が加入者となっている限りは当該医療   

保険者が保存   

② 医療保険者の被保険者でなくなった時以降は、次の医療保険者に引き継がれるまで   

か、空白期問ができるだけ生じないよう、例えば1年程度の一恵期間が経過するまで  

保存  

③ 原則、40歳以降の全データを次甲医療保険者へ引き継ぐ   

等の考え方を原則として、関係機関（医療保険者団体等）と調整の上、具体的な保存年   

限を設定していく。  

〔参考〕他制度における保存年限  

・老人保健法（壱健事業）  

基本健康診査 特段の規定なし  

がん検診  3年間（通知）  

・労働安全衛生法（事業者健診）  

一般定期健康診断 5年間（規則）  

特殊健診 5年、7年（じん肺）、30年（放射線、石綿、特定化学物質の一部）  

※じん肺 5年－→7年（S53）  

理由：少なくとも前2回分の記録（3年以内毎の健診）が必要であるから。  

・政管健保 生活習慣病予防検診 5年を目途  

・診療録（カルテ） 5年間（医師法第24条）  

・レセプト（診療報酬明細書等） 5年間（政府管掌健康保険、国民健康保険）  

（健康保険組合は、組合毎に適当な保存期間を設定できる）  

例：兵庫県尼崎市役所においては、職員の健診記録は原則として、在籍している限り保存するこ   

ととなっている。この長期保存データを遡って見た場合、心筋梗塞等の重症化した壱は、10   

年以上前から肥満があり、中性脂肪も併せて高いことなどが確認され、早期の段階で介入すれ   

ぼ予防することができたのではないかという評価が可能となり、さらに、今後同様の状況にあ   

る者に対して、優先的に介入するなどの戦略を立てることができる。  
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